
休日や夜間の救急医療受診の流れ1

子どもの症状をよく観察する 

救急車利用 
（P-2） 
 

救急受診 
（P-29） 
 

内科的症状 

発熱、けいれん、せき、ぜんそく、下痢、 嘔吐、腹痛　等 
（P-3） （P-7）　　（P-9） （P-11） （P-13）（P-17）（P-19） 

外科的症状 

頭部打撲、やけど、誤飲、骨折　等 
（P-21）　（P-23）（P-25） 

しばらく様子を見る かかりつけ医へ電話 

症状が悪化してきた場合 
 

指　　示 
 
 

※やけど、誤飲で 
　様子を見ても 
　大丈夫な場合 
　（P-24、P-26） 
 
 

翌日以降通常の診療時間内に 
かかりつけ医の受診 
 

各地域の救急医療 
システムの利用 

 甲府地区在住の方 その他地区 
在住の方 （甲府市、甲斐市（旧双葉町除く） 

 　玉穂町、昭和町、田富町） 

小児初期救急医療 
センターの利用 （P-30） 

 翌日以降かならず通常の診療時間内にかかりつけ医等の受診 
 

重要！！ 

甲府市医師会救急医療 
センターへ電話 
TEL 055-226-3399

山梨県救急医療情報 
センターへ電話 
TEL 055-224-4199 
 
 

紹介された在宅当番医 
又は病院による診療 
 

電話で受診希望を伝える 

 小児科医による診療 
 
 

TEL 055-226-3399 
 

（当番医師は小児科医とは限りません） 

�


